
筑後川下流右岸農地防災事業所交渉 

（全農林労働組合佐賀分会） 

 

議 事 要 旨 

 

１ 日 時：令和８年１月８日（木）１７:５０～１８：１０  

 

２ 場 所：筑後川下流右岸農地防災事業所 第１会議室 

 

３ 出席者： 

   筑後川下流右岸農地防災事業所  岩下 幸司  所長 

       同           前田 高弘  庶務課長 

 

   全農林労働組合佐賀分会     川路 健一  副委員長 

       同           井手 功一郎 書記長 

        

        

４ 議 題：労働諸条件の改善について 外 

      （全農林労働組合佐賀分会提出 別添「要求書」） 

 

５ 議事概要： 

【前田庶務課長】 

 ただいまから、全農林労働組合佐賀分会から提出されました２５全農林佐賀分

会要求第２号に基づく交渉を開始します。 

 本日の交渉に先立ちまして、国家公務員法第 108 条の５の規定に基づく、予備

交渉において取り決められた事項について報告します。 

 

 提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方針」第３の１の

（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、 

Ⅰ 労働諸条件の改善についてのうち、 

１の｢事前の超過勤務命令の徹底｣、｢超過勤務を縮減すること｣について  

２の「より実効性のある超過勤務縮減策を具体化し着実に実施すること」

について 

３の事項について 

４の事項について 

５の｢セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどあらゆるハラスメ

ントを職場から根絶するとともに、実効ある防止策の徹底｣について 

６の事項について 



７の事項について 

８の｢雇用される障害者に寄り添った職場環境の整備を行うこと。また」、

｢障害者・健常者が共に働きやすい職場環境を構築すること」について 

９の事項について 

Ⅱ 福利厚生施策の充実について 

Ⅲ 人事評価制度について になります。 

 

 その他の事項については、管理運営事項等に該当することから交渉事項とはせ

ず、要望事項として整理しているので、これを前提として交渉を行います。 

 

 

【岩下所長】 

 それでは、要求事項への回答の前に、一言申し上げます。職員の皆様には、国

営筑後川下流右岸農地防災事業の推進、並びに地域農業の進行・活性化のため、

円滑な業務遂行に懸命に取り組んでいただいており、感謝申し上げます。 

 

 今回の要求書のうち、交渉対象事項以外の事項については、ご要望として承り

まして、当方の人事管理運営の参考とさせて頂きたいと思っています。それでは、

提出された事項について回答します。 

 

 まず、「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の１から３について、併せて回答させ

ていただきます。超過勤務の縮減につきましては、従来から重要な課題であると

認識しており、職員の健康管理、また、コスト意識をもって効率的な業務運営を

進めていく上で極めて重要な事項であると考えています。 

 超過勤務を縮減するためには、業務の取組方針を見直し、計画的に業務を進め

ることが重要と認識しており、業務の改善・効率化に向けた取組として、テレワ

ークや Web 会議の推進、会議レス化やペーパーレス化、無駄な業務の見直し、業

務スケジュールの管理、業務分担の見直し等を行って業務の平準化を図るととも

に、管理職員には、不要不急の超過勤務は行わない、やむを得ず超過勤務を命ず

る場合も必要最小限の人員に止めるよう、事前の超過勤務命令を徹底し超過勤務

縮減に積極的に取り組むよう指示しているところです。 

 また、毎週水曜日及び金曜日の定時退庁日には、管理職員を通じて定時退庁の

呼び掛けや、令和 3 年 3 月 29 日に局議で示された「新たな超過勤務縮減対策に

ついて」に基づいて、規制の上限まで超過勤務を命ずることができるといった誤

った認識を持つことなく、一層の超過勤務縮減の徹底を図るよう、引き続き各管

理職員に対する指導を徹底してまいります。 

 なお、今年度においても、具体的な超過勤務縮減対策として、職員より業務改

善に関する意見・要望について幅広く意見を聴取し、意見のあった内容について

検討し方針を決定するなど対応を行っているところです。 



 

次に４の 11 時間の勤務間インターバルの確保につきましては、人事院規則の改

正により令和６年４月から１日の終業時刻から次の日の始業時刻まで、11 時間の

インターバルを設けることが努力義務化されたところです。 

 適切な勤務間インターバルにより睡眠時間を含む生活時間を十分に確保するこ

とは、健康の維持のためにも必要不可欠であり、ひいては、公務の能率の一層の

向上につながることも期待されることから、引き続き確保しやすい職場環境づく

りに取り組んでまいります。 

 

 次に５のセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどあらゆるハラスメ

ントを職場から根絶するとともに、実効ある防止策の徹底につきましては、日頃

から職員掲示板等により、職員の意識啓発及び苦情相談体制について、職員に周

知をしているところです。 

 ハラスメントは、職場内秩序を乱し、正常な業務運営の障害となり、職員の勤

労意欲を減退させ、ひいては、精神的な障害に陥る職員を発生させる要因にもな

り得るもので、その防止対策の充実・強化は重要であると考えています。 

 １２月のハラスメント防止週間においては、職員に対して周知するとともに、

自習用研修教材やハラスメント防止研修動画の視聴による職場研修の実施、チェ

ックシートの実施、ポスターの掲示、苦情相談窓口の周知を行うなど、ハラスメ

ント防止に努めているところです。 

 引き続き、各種ハラスメントの防止及び相談しやすい環境づくりを積極的に取

り組んでまいります。 

 

 次に６の年次休暇等の関係でございますが、年次休暇が計画的に取得しやすい

職場環境の整備を図ることは、職員の健康管理、リフレッシュ面などに有効であ

ると考えており、月１日以上の年休取得、年５日以上の年休取得の推進のほか、

５月、９月の大型連休、夏季休暇、年末年始などと年次休暇を組み合わせて長期

の連続休暇とするような取組を周知し、取得促進に.努めているところです。 

 引き続き職員が諸休暇を含め休暇を取得しやすい職場環境の整備に取り組んで

まいります。 

 

次に７のワーク・ライフ・バランスの確保、育児休暇や介護休暇等が取得しや

すい環境の整備につきましては、家庭と仕事の両立を進めるための環境づくりを

行い、取得を希望する職員の担当業務が取得期間中支障なく遂行されるよう調整

しているところです。 

今年度は、休憩時間の短縮の特例、テレワークの他、職員１名が令和６年３月

から産前産後休暇と併せて令和７年１１月まで育児休業及び１２月より産前休暇

の取得があっているところで、今後も引き続き、取得しやすい職場環境となるよ

う努めてまいります。 

 



 次に８についてです。当事業所では令和７年４月の人事異動により障がい者認

定を受けた職員が 1 名、また、令和元年７月より障害のある方１名を雇用してお

り、現在、雇用している方も意欲的に業務に取り組んでいただいているところで

す。現時点での職場環境は整備されているものと考えておりますが、引き続き、

障害の特性、障害のある方の要望や実態の把握に努めて、状況に応じて機器等を

整備するなど、障害のある方が能力を発揮し活躍できる職場環境づくりに取組ん

でまいります。 

 

 次に９の管理者と職員とのコミュニケーションを大切にし、明るく働きがいの

ある民主的な職場を確立することにつきましては、円滑な業務運営、職員のモチ

ベーションの維持・向上、ワーク・ライフ・バランスなどの観点から重要であり、

管理職員に対して、日頃から職員との話し合いの場を設ける等、コミュニケーシ

ョンを十分に取り、何でも相談できる雰囲気作りに努めるよう指導しているとこ

ろです。 

 引き続き、管理職員によるマネジメントを通じて働きやすい職場づくりに取り

組んでまいります。 

 

 

 次に「Ⅱ 福利厚生施策の充実について」でございます。職員のメンタルヘルス

対策は、心の健康保持、健全な人材育成、円滑な業務運営などの観点から重要な

課題と考えております。 

 省内統一の「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」及び運用方針に

基づき、職員の心の健康保持と病気の早期発見・早期対応のため、職場及び外部

の専門機関による相談できる体制を整備しています。 

 また、心の不健康を未然に防ぐ観点から「農林水産省ストレスチェック制度実

施要領」に基づき、本年は１０月下旬から１１月上旬にかけて、全職員を対象と

して、ストレスチェックを実施したところです。 

 引き続き、心の健康保持と、病気の早期発見・早期治療、円滑な職場復帰と再

発の防止を図るよう、メンタルヘルス対策の充実・強化に努めてまいります。 

 何でも相談できる職場環境づくりについては、管理職員に対して、日頃から職

員との話し合いの場を設ける等、風通しの良い、コミュニケーションの十分とれ

る雰囲気づくりに努めるよう、今後とも指導してまいります。 

 

 

 最後に「Ⅲ 人事評価制度について」でございます。日常的な指導・助言やコミ

ュニケーションは、組織内の意識の共有や業務改善等につながるほか、職場の実

情を把握する上で最も基本的な手段と認識しています。 

 人事評価の実施に際しては、被評価者の人材育成、マネジメント強化のための

ツールとして有効に活用できるよう、被評価者とのコミュニケーションを十分に

図り、良好な信頼関係のもと、適正な人事評価となるよう、引き続き、丁寧な指



導・助言に努めるとともに、今後も、日常的な指導・助言やコミュニケーション

を推進し、話しやすい職場環境の醸成に取り組んでまいります。 

 私の方からは、以上でございます。 

 

【井手書記長】 

 本日はこの場を作っていただいたこと、また、事前に予備交渉から対応いただ

いたことに対して、まずもって御礼を申し上げたいと思います。 

 所長のお気持ちも含め回答をいただいたので、再度こちらの方からお願い等さ

せていただければと思いますので、まずは現場の方からというところで、副委員

長からお願いします。 

 

【川路副委員長】 

 なかなか難しいかとは思いますが、人員についてでございます。人員について

は、なかなか要望通りにはいかないと思いますが、人員が増えれば職員の負担が

減ると思いますので、その点をお願いしたいと思います。 

 

【井手書記長】 

 私の方から何点か再度のお願いという形でさせていただきたいと思います。 

 右岸事業所においては、他律的部署に指定されているということで、調査設計

課、工事第一課、工事第二課、工事第三課、佐賀支所が指定されたというところ

で、組合としましても、正直に言うと超過勤務のところが非常に心配をしている

ところでございます。所長の方からも対策をしっかり講じていただいているとこ

ろですが、やはり超過勤務が嵩めば体調不良を起こしたり、酷くなればメンタル

というように悪いように進んでいくというところが心配をしておりますので、よ

り一層の超過勤務縮減対策の強化をお願いしたいのが一つです。 

 それと、セクハラ・パワハラについて、組合としても断固許さないという立場

をとっております。幸い今年度は、そういうのがあるという話は届いておりませ

んので、所長をはじめ管理職の方から風通しの良い職場作りをやっていただいて

いるという風に理解をしているところでございます。今後も、引き続き気配り、

目配りというところを再度お願いさせていただきたいというところです。 

 最後に産休を取っている組合員がいるということで、管理職の皆さまにもご協

力をいただいて、しっかり育児に集中されていると思っています。おそらく、そ

の後、育休に入られるかと思いますので、安心して休める環境を作っていただき

たいのと、逆に残された職員にも職場のところで超過勤務の偏りが出たりとか、

そういうところがないかというところも一つお気遣いをいただければというとこ

ろをお願いして、こちらからのご意見とお願いということでさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

【前田庶務課長】 

これを持ちまして交渉を終了します。 






